
「原子力の憲法」こっそり変更　　

2012年6月21日 07時04分

　二十日に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、「原子力の憲法」ともいわ

れる原子力基本法の基本方針が変更された。基本方針の変更は三十四年ぶり。法

案は衆院を通過するまで国会のホームページに掲載されておらず、国民の目に触れ

ない形で、ほとんど議論もなく重大な変更が行われていた。

　設置法案は、民主党と自民、公明両党の修正協議を経て今月十五日、衆院環境委

員長名で提出された。

　基本法の変更は、末尾にある付則の一二条に盛り込まれた。原子力の研究や利

用を「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に」とした基本

法二条に一項を追加。原子力利用の「安全確保」は「国民の生命、健康及び財産の

保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として」行うとした。

　追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかっ

たが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。各党関係者に

よると、異論はなかったという。

　修正協議前に衆院に提出された自公案にも同様の表現があり、先月末の本会議

で公明の江田康幸議員は「原子炉等規制法には、輸送時の核物質の防護に関する

規定がある。核燃料の技術は軍事転用が可能で、（国際原子力機関＝ＩＡＥＡの）保

障措置（査察）に関する規定もある。これらはわが国の安全保障にかかわるものなの

で、究極の目的として（基本法に）明記した」と答弁。あくまでも核防護の観点から追

加したと説明している。

　一方、自公案作成の中心となった塩崎恭久衆院議員は「核の技術を持っていると

いう安全保障上の意味はある」と指摘。「日本を守るため、原子力の技術を安全保障

からも理解しないといけない。（反対は）見たくないものを見ない人たちの議論だ」と

話した。

　日本初のノーベル賞受賞者となった湯川秀樹らが創設した知識人の集まり「世界

平和アピール七人委員会」は十九日、「実質的な軍事利用に道を開く可能性を否定

できない」「国益を損ない、禍根を残す」とする緊急アピールを発表した。

＜原子力基本法＞　原子力の研究と開発、利用の基本方針を掲げた法律。中曽根

康弘元首相らが中心となって法案を作成し、１９５５（昭和３０）年１２月、自民、社会両

党の共同提案で成立した。科学者の国会といわれる日本学術会議が主張した「公

開・民主・自主」の３原則が盛り込まれている。原子力船むつの放射線漏れ事故（７４

年）を受け、原子力安全委員会を創設した７８年の改正で、基本方針に「安全の確保

を旨として」の文言が追加された。
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